
 

 

横浜市消費生活実態調査 調査結果 

【概要版】 
 

 横浜市では、市民の皆様の消費者被害の実態、消費生活総合センターの認知度などを把握し、それ

により市民の消費生活に関する課題を浮き彫りにし、今後の消費者行政に反映させることを目的とし

て、本年 5 月から 6 月にかけて「横浜市消費生活実態調査」を実施しました。 

このたび、調査結果がまとまりましたので、概要をお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施対象：市内に居住する 20 歳以上の男女 5,000 人（外国人を含む） 

抽出方法：住民基本台帳及び外国人登録原票からの無作為抽出 

実施時期：平成 23 年 5 月 21 日～6 月 8 日 

調査方法：郵送法による無記名式（回収率：53.6％） 

調査項目：①消費者被害の実態、②センターの認知度、③情報提供・啓発の方法、④行政への期待 

※当該設問に回答した人の実数を「n」と表記した。 

 

■ 調査結果概要 
 
（１）消費者被害の実態 

 

 １ 消費者被害・トラブルや不満に思ったことのある人は６人に１人。  

①ここ１～２年で、商品の購入やサービスの利用にあたり、被害やトラブルにあったこと、被害

にあいそうになったこと、勧誘方法に不満を感じたことのある人が 16.5％。 

ない
82.1%

無回答
1.4% ある

16.5%

回答者数
2,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②これを年代別で見ると「40 代」の割合 24.1％と最も高い。 
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6.1

12.5

14.0

24.1

19.8

19.2

17.0

13.3

14.3

18.0

15.2

16.1

14.8

18.3

17.019.4

20.0

20.9

今回の調査(440)

横浜市消費生活総合センター相談データ(19,921)
        未成年件数を除く

横浜市の人口:未成年を除く(3,041,428)

20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 無回答

ｎ 

 
※「％」の算出にあたっては、今回調査の「無回答」、横浜市相談の「未成年」、

「無回答」、横浜市人口の「未成年」を除外して算出している。 
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③「①」のうち、複数の被害やトラブル、不満のあった人は、27.4％。 

ない
62.8%

無回答
9.8% ある

27.4%

回答者数
441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「購入、契約していない」人が 71.2％。購入、契約にまで至った人の割合は 3.1％。 

       

～ 1万円
6.1% ～ 10万円

5.9%
～ 50万円

2.9%

購入、契約はして
いない
71.2%

(注1)
2.3%

無回答
10.2%

～ 1,000円
1.4%

回答者数
441

 

(注1)～100万円(1.1%) , ～500万円(0.9%) , ～1億円(0.2%) , 1億円を超える金額(0.0%)の合算(2.3%)
 

 

 

 

２ 消費者被害・トラブル・不満があった品目の上位は、「光回線（インターネット

接続）」、「投資用マンション」、「新聞販売」。 

 

①消費者被害やトラブル、不満のあった商品、サービスの品目は、多い順に「光回線（インター

ネット接続）」23.1％、「投資用マンション」14.1％、「新聞販売」9.8％。 

4.3

0.9

0.9

0.9

1.6

9.8

23.1

0.7

3.2

1.4

0.5

3.2

14.1

0.5

4.5

2

27

1.6

0 5 10 15 20 25 30

健康食品

布団

浄水器

電気マッサージ器、低周波治療器等

宝飾品

新聞販売

光回線(インターネット等)

携帯電話への加入

出会い系サイト

エステ

サラ金

未公開株、転換社債

投資用マンション

土地(山林など)

住宅リフォーム

アパート、マンションなどの賃貸

その他

無回答

％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年代別では、「20 代」は「出会い系サイト」、「70 歳以上」は「新聞販売」、それ以外の年代

は「光回線」が最も多くなっている。 
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３ 消費者被害・トラブル、不満があった販売・勧誘形態は、「電話勧誘」が約半

数を占める。 

   消費者被害・トラブル、不満があった販売・勧誘形態では、「電話勧誘」が 48.5％、次いで訪

問販売が 17.2％、通信販売が 10.9％。 

        

店舗販売
4.5%

訪問販売
17.2%

通信販売
10.9%

電話勧誘
48.5%

(注1)
2.9%

その他
7.5%

無回答
8.4%

回答者数
441

 

(注1)無店舗(1.6%) , マルチ商法(1.1%) , ネガティブオプション(0.2%)の合算(2.9%)  

 

①

相談先は、 

、 

横浜市消費生活総合センター」10.8％。 

 

 

② ンター」に相談されなかった理由は「センターを知らなかった」ため

と回答した

 

 

 

 

４ ラブル・不満があった人のうち、どこか（誰か）に相談したの消費者被害・ト

は、約３割。 

消費者被害・トラブル・不満があった人のうち、 

どこか（誰か）に相談した人は 29.5％。その
 

相談したり、伝え

「家族・知人」が 72.3％と最も多く、次いで 

たりしなかった

無回答
11.3% 相談したり、伝え

たりした

29.5%「事業者（お客様相談窓口を含む）」13.8％

「

 
回答者数

441 

 
59.2%

 

「横浜市消費生活総合セ

人が 35.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3%

11.1%

1.6%

2.1%

2.4%

3.2%

3.7%

17.5%

23.9%

35.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

無回答

その他

相談内容がプライバシーに関する
ことなので、相談するのが

ためらわれたから

横浜市消費生活総合センターは

信頼できないから

電話ではなく窓口で相談したかったが、
行くのに時間がかかるから

横浜市消費生活総合センターでは、
少し専門的な内容だと相談できない

と思ったから

相談したい日時に開設していないから

横浜市消費生活総合センターで扱う内容の
相談とは思わなかったから

問11で答えた内容と同じ理由

横浜市消費生活総合センターを
知らなかったから
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① 、「不安を感じている」、

「どちらかといえば不安を感じる」の合計は 44.9％と高い割合。 

② ルにあわないために重要なことは、「消費者自身が自覚し注意する」が 80.4％と

最も高い。

 

（２）センターの認知度 

① 活総合センター」を「聞いたことがない」人は 32.1％、「役割まで知っている」

人は

 

 

 

 

「不安を感じない」「あまり不安を感じない」の合計 27.2％に対し

５ 今後の消費生活に「不安を感じている」人は、「不安を感じていない」人より

も多い。 

 
 無回答

5.7%不安を感じない
6.1%

あまり不安を感じ
ない

21.1%

どちらとも

どちらかといえば
不安を感じる

28. 5%

不安を感じる
16.4% 

 

 

 

いえない
22.2%

回答者数
2,677 

 

 

 

 

 

被害・トラブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1%

2.9%

1.0%

4.0%

16.4%

20.4%

22.3%

22.3%

38.1%

59.2%

80.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

無回答

その他

わからない

消費生活に関する学習機会が増える

地域社会で高齢者などの見守りを行う

事業者が、商品・サービスの表示や

広告についてのルールを守る

消費者の相談や苦情に対応するため、

市町村や県の相談窓口を充実する

事業者が、商品・サービスの品質や

契約内容などについて、 わかりやすく説明する

消費生活上のトラブルに関する情報が

提供される

国や県、市が、悪質な事業者に対する

規制や指導を強化する

消費者自身が自覚して、トラブルに

あわないように注意する

 

 

 

 

「横浜市消費生

22.6％。 

32.1

50.4

17.2

32.9

34.1

21.5

40.9

47.7

19.0

10.6

24.4

3.6

3.8

8.6

14.6

13.1

15.6

1.8

2.7

2.8

1.2

1.6

横浜市消費生活総合センター(2,677)

かながわ中央消費生活センター(2,677)

国民生活センター(2,677)

消費者ホットライン(2,677)

聞いたことがない 名前は聞いたことがあるが、場所、役割は知らない

名前、場所は知っているが、役割は知らない 名前、役割は知っているが、場所は知らない

場所、役割まで知っている 無回答

 

 

 

「横浜市消費生活総合センター」の地区別の認知度は、北部、東部が低い。 

ｎ 
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② 割を知らない」

いずれの選択肢で見ても、北部、東部（東京都寄りの地域）の認知度が低い。 

年

地区別では、「横浜市消費生活総合センター」を「聞いたことがない」、「役

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.7

34.2

29.2

31.6

23.4

27.0

25.7

28.5

28.9

30.0

41.1

33.1

44.6

39.7

30.6

25.0

24.2

31.3

36.7

30.4

43.1

28.6

37.2

34.1

35.3

30.8

38.0

31.8

32.0

42.5

22.8

34.7

34.5

42.0

42.7

32.5

3.1

5.1

3.4

3.8

3.5

4.8

3.4

4.0

11.7

18.6

20.0

19.4

20.7

19.5

19.9

23.8

19.8

21.8

16.2

15.0

18.1

19.0

21.4

25.0

18.5

20.0

4.6

6.1

6.2

9.7

2.9

4.1

3.3

5.9

6.5

3.8

10.7

12.4

9.2

9.0

5.9

14.7

9.3

7.4

9.4

7.9

7.1

9.3

5.0

6.6

4.0

12.5

2.6

1.6

2.6

1.5

1.5

2.5

1.2

1.6

2.3

2.2

1.7

2.6

0.8

2.6

1.2

1.2

2.3

1.5

鶴見区(196)

神奈川区(161)

西区(65)

中区(98)

南区(145)

港南区(185)

保土ケ谷区(136)

旭区(172)

磯子区(121)

金沢区(170)

港北区(253)

緑区(127)

青葉区(193)

都筑区(121)

戸塚区(229)

栄区(88)

泉区(124)

瀬谷区(80)

聞いたことがない 名前は聞いたことがあるが、場所、役割は知らない

名前、場所は知っているが、役割は知らない 名前、役割は知っているが、場所は知らない

場所、役割まで知っている 無回答

ｎ 

 

 

③ 代別では、「20 代」の 85.4％がセンターの「役割を知らない」。 

 

42.7

49.1

39.5

32.1

20.4

17.1

40.5

29.8

34.9

37.1

34.8

31.2

2.9

3.6

2.8

11.2

15.7

19.6

19.0

26.2

17.7

4.0

4.9

7.3

4.8

10.1

24.0

2.2

1.9

2.4

1.5

1.4

1.3

2.2

2.2

1.9

20～29歳(232)

30～39歳(470)

40～49歳(499)

50～59歳(420)

60～69歳(534)

70歳以上(509)

聞いたことがない 名前は聞いたことがあるが、場所、役割は知らない

名前、場所は知っているが、役割は知らない 名前、役割は知っているが、場所は知らない

場所、役割まで知っている 無回答
 

 
ｎ  
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④「横浜市消費生活総合センター」を知ったきっかけは、「広報よこはま」が 60.0％で最も高い。 

（３）情報提供、啓発の方法 

  

① 圧倒的に高い。

少し下がってインターネットが続くが、「20 代」では 80.2％と非常に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1%

8.5%

0.9%

1.2%

2.8%

3.8%

8.2%

11.0%

13.7%

20.4%

31.1%

60.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

講演会・出前講座

映画館でのＰＲ

学校などの授業で聞いた

会社、勤務先など

インターネット

横浜市消費生活総合センターが発行する

「消費生活相談月報」、「よこはまくらしの情報」

家族、知人から聞いた

新聞、雑誌など

横浜市が発行する「暮らしのガイド」

横浜市が発行する「広報よこはま」

 

 

 消費者教育・啓発を行なう場は、マスコミのほか、家庭、学校、地域を重視。 

 

消費生活に関する情報の入手先は、「テレビ」「新聞」がそれぞれ 70％を超えて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6%

0.9%

1.1%

1.3%

1.7%

2.4%

2.6%

4.8%

6.4%

7.8%

13.1%

34.5%

34.6%

47.3%

70.4%

72.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

消費生活に関する講座・講演会

相談機関・窓口（企業・

事業者団体のお客様相談窓口など）

学校の授業等

相談機関・窓口（消費者庁や市・県の

消費生活センターなどの公的なもの）

図書館等公共施設の情報や資料

携帯への広告メールやメルマガ

特に利用していない

消費生活情報紙「消費生活相談月報」、

「よこはまくらしの情報」

企業から届く広告（ダイレクトメール）

市の広報紙(広報よこはま)

友人などからの情報（口コミ）

インターネット情報

新聞、雑誌、情報紙

テレビ、 ラジオ
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よく見る広告は、新聞折込が 67.9％と高い。 

③ の対処法」と「悪質事業者など

の情報、事故、被害の実例」がそれぞれ 70％を超えている。 

 

 

消費者教育、啓発を「受けたことがない」と回答した人が 65.5％を占める。 

②

 

3.9%

2.0%

2.2%

27.8%

28.2%

39.6%

67.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

バスの車体広告（ラッピングバス）

企業から届く広告（ダイレクトメール）

駅構内の広告、電車、バスの車内広告

インターネット情報

新聞折込み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市に提供して欲しい情報は、「消費生活で生じがちなトラブルへ

 

3.4%

1.2%

4.7%

8.5%

17.8%

23.4%

33.8%

47.1%

74.3%

74.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

特にない

消費者団体・企業の消費者向けの活動内容

商品・サービスの環境への影響

（リサイクルできるかなど）

商品テストや商品・サービスの比較調査の結果

消費者に関わりの深い法律、制度の紹介、解説

苦情の相談機関、

処理機関の役割や利用方法の紹介

悪質業者などの情報や事故、被害の実例

消費者が行う取引で生じがちなトラブル

（契約、解約、偽装表示、安全性など）への対処方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④

 

10.8%

1.0%

2.1%

2.2%

4.5%

4.5%

6.6%

12.3%

65.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

民間の企業や団体等が行う

消費生活に関する講座・講演会等

市・県等が行う

消費生活に関する講座・講演会等

会社・勤務先での

消費生活に関する研修等

地域（町内会など）で

主催される講習会・講演会等

学校における消費者教育・啓発

家庭における消費者教育・啓発

受けたことがない
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今後参加したい講座の内容は「悪質商法の手口とその対処に関する講座」が 36.3％と最も高い。 

 

⑥ 場はマスコミ（64.1％）に次いで、家庭（51.6％）、学校（41.1％）

 

  ○行政への期待で最も高いのは「消費生活上のトラブルに関する情報提供」が 75.3％。 

   

⑤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育で重要と思う

地域（39.4％）の順。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）行政への期待 

6 .1 %

5 .7 %

6 .6 %

1 1 .4 %

1 3 .8 %

1 9 .2 %

3 9 .3 %

6 9 .7 %

7 5 .3 %

0 .0 % 1 0 .0 % 2 0 .0 % 3 0 .0 % 4 0 .0 % 5 0 .0 % 6 0 .0 % 7 0 .0 % 8 0 .0 %

無 回 答

消 費 者 団 体 の 育 成

消 費 者 対 応 に 関 す る 企 業 向 け の

講 習 会 の 実 施 や 先 進 事 例 等 の 紹 介

計 量 の 適 正 化 （ 商 品 を 「 は か る 」 こ と が
正 し く 行 わ れ る よ う 、 検 査 、 指 導 を 実 施 ）

消 費 者 と 行 政 、 企 業 の 交 流 ・ 連 携

消 費 者 教 育 ・ 啓 発

消 費 生 活 相 談 窓 口 の 充 実 強 化

不 適 正 ・ 悪 質 な 事 業 者 に 対 す る 指 導 強 化

消 費 生 活 上 の ト ラ ブ ル に 関 す る 情 報 提 供

 

 

調査結果の活用について 

 本調査結果については、消費者行政施策の立案 して活用していきます。

【お問合せ先】 横浜市経済局消費経済課  Tel 045- 671-2584   

のための基礎資料と  
 

  

2.9%

5.5%

13.7%

17.1%

18.6%

22.2%

24.6%

26.4%

27.7%

36.

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

その他

無回答

家計管理や生活設計などに関する講座

クレジットの利用法、金融商品（株、投資信託、

デリバティブ取引等）の見分け方などに関する講座

食品表示の見方など食に関する講座

成年後見や介護など老後に関する講座

リサイクルや省エネなど

環境にやさしい暮らし方に関する講座

特にない(興味がない)

インターネット利用時の

注意点などの講座

悪質商法の手口と

その対処法に関する講座 
3%

40.0%

1.1%その他

4.1%

1.0%

5.3%

12.9%

17.9%

39.4%

41.1%

51.6%

64.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

特に消費者教育・啓発の必要はない

分からない

会社・勤務先などの職場

消費生活センター

地域(町内会など)

学校

家庭

新聞・テレビ等マスコミを通じて

平成 23 年 10 月 


